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 長野県知事  阿 部 守 一  様 

 

 

                     長野県監査委員 田 口 敏 子 

                        同    西 沢 利 雄 

                        同    青 木 孝 子 

同    丸 山 栄 一 

                              

 

令和元年度決算における財政健全化法の健全化判断比率等の審査について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び

第22条第１項の規定により審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

基礎となる事項を記載した書類を審査した結果について、別添のとおり意見書を提出し

ます。 
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令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率等審査意見書 

 

第１ 審査の概要 

 １ 審査の対象 

   令和元年度の各会計の決算等に基づく、実質赤字比率※１、連結実質赤字比率※２、実質公債費比

率※３、将来負担比率※４（以下「健全化判断比率」という。）及び資金不足比率※５並びに算定の基

礎となる事項を記載した書類を審査の対象としました。 

 

 ２ 審査の手続 

   この審査に当たっては、以下の点に主眼を置き、これらの算定の基礎となる事項を記載した関

係諸帳簿及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係者から算定についての説明を聴取し実施し

ました。 

  (1) 法令等に照らし算出過程に誤りはないか。 

  (2) 法令等に基づき適切な算定要素が計算に用いられているか。 

  (3) 算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか。 

(4) 客観的事実の妥当性を判断した上で算定を行う場合において、公正な判断が行われているか。 

 

第２ 審査の結果と意見 

 １ 審査の結果 

  (1) 健全化判断比率 

    審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

適正に作成されているものと認められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  令和元年度 平成30年度 平成29年度 早期健全化基準※６ 

 
実 質 赤 字 比 率 

% 
 ― 

% 
 ― 

% 
 ― 

               % 
   ３．７５ 

連 結 実 質 赤 字 比 率  ―  ― ―    ８．７５ 

実 質 公 債 費 比 率 １０．０ １０．６ １１．４    ２５．０ 

将 来 負 担 比 率 １７０．６ １６９．４ １７２．４   ４００．０ 

  ※１ 実質赤字比率 
      一般会計と国民健康保険特別会計を除く 10の特別会計（以下「一般会計等」という）の実質赤字額の標準財政規

模に対する比率です。 

  ※２ 連結実質赤字比率 
     一般会計等及び公営事業会計を含めた県の全会計の実質赤字額及び資金不足額の合計額の標準財政規模に対す

る比率です。 

  ※３ 実質公債費比率 
       公債費（地方債の元利償還金）及び公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公 
        債費相当額の標準財政規模に対する比率です。 

  ※４ 将来負担比率 
       ストックの指標として、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。 公営企業、一部事務   
        組合、地方公社や第三セクターなどの出資法人に関する負担部分も含みます。 

  ※５ 資金不足比率 
          公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率です。 
  ※６ 早期健全化基準 

       財政の健全性に関する判断比率には「財政再生基準」と「早期健全化基準」の２つの基準があります。４つの健

全化判断比率のうち、将来負担比率を除くいずれかの比率が「財政再生基準」以上である場合は「財政再生計画」

を策定し、国等の関与による確実な財政再生が求められます。また４つの比率のうちいずれかの比率が早期健全化

基準以上である場合には、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力により財政健全化を目指すことになりま

す。 
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(2) 資金不足比率 

     審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正に作成されているものと認められました。 

 

２ 審査の意見 

  健全化判断比率は、いずれも自主的な改善努力が義務付けられる早期健全化基準に達していませ

ん。また、資金不足比率は経営健全化基準に達していません。引き続き、健全な財政運営に努めて

ください。なお、各比率に対する意見は以下のとおりです。 

  (1) 実質赤字比率 

一般会計等の実質収支は54億8,257万余円の黒字であり、実質赤字比率は該当しません。 

  (2) 連結実質赤字比率 

一般会計等及び国民健康保険特別会計の実質赤字はありません。また、公営企業会計の資金

不足はありません。これらを合算した連結実質収支は222億4,699万余円の黒字であり、連結実

質赤字比率は該当しません。 

  (3) 実質公債費比率 

実質公債費比率は10.0％となっており、早期健全化基準の25％を下回っています。 

平成17年度の実質公債費比率は、20.1％と全国の都道府県で最も高い数値となっていました

が、継続的な行政・財政改革に取り組んできたため、実質公債費比率は着実に改善し、令和元

年度は、前年度よりさらに0.6ポイント低下しました。    

    引き続き「長野県行政経営方針」に基づき、健全で持続可能な財政運営に努めてください。 

  (4) 将来負担比率 

将来負担比率は170.6％であり、早期健全化基準の400％を下回っているものの、前年度の

169.4％から1.2ポイント上昇しました。これは、国の「防災・減災、国土強靱化のための３か

年緊急対策」、令和元年東日本台風災害復旧事業等の実施によるものですが、この指標は、長野

県が将来負担すべき実質的な負債を示す指標であるため、将来世代に過度な負担を残さないよ

う、引き続き健全で持続可能な財政運営に努めてください。 

(5) 資金不足比率 

    電気事業会計、水道事業会計及び流域下水道事業会計ともに資金不足は生じておらず、資金

不足比率は該当しません。 

 事 業 規 模 資金剰余額 

 
電 気 事 業 会 計 

千円 

3,710,090  
千円 

4,517,003   

水 道 事 業 会 計 4,682,412   5,111,400   

流 域 下 水 道 事 業 会 計 3,957,383  87,100  

  
   ※７ 経営健全化基準 

       資金不足比率が経営健全化基準（20％）以上である場合には、資金不足比率を公表した年度の末日までに経営健全化計
画を策定しなければなりません。資金不足比率には早期健全化段階(経営健全化基準)があるだけで、再生段階となる基
準はありません。  

 

 令和元年度 平成30年度 平成29年度 経営健全化基準※７ 

 電 気 事 業 会 計 － － 

 

－ 

 

 
２０％  水 道 事 業 会 計 － － － 

 

 

 流 域 下 水 道 事 業 会 計 

 

－ － － 
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１ 各比率の算定式 

 

 
   

 

・一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質

赤字の額 

  ・実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

  ・標準財政規模（令和元年度は約5,077億円） 

    地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模を示すも

ので、標準税収入額等に普通交付税と臨時財政対策債の発行可能額を加算した額 

 

 

 

 

 

 

 
  ・連結実質赤字額：アとイの合計額がウとエの合計額を超える場合の当該超える額 

   ア 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、

実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

   イ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 

   ウ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額 

   エ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・準元利償還金：アからオまでの合計額 

ア 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合におけ

る１年当たりの元金償還金相当額 

   イ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に

充てたと認められるもの 

   ウ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の

償還の財源に充てたと認められるもの 

   エ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

   オ 一時借入金の利子 

 

 

 

 実質赤字比率 ＝  
一般会計等の実質赤字額 

 標準財政規模 

一般会計等の実質赤字額 
 

 連結実質赤字比率 ＝  
 

連結実質赤字額 

 

 標準財政規模 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金） 

－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
実質公債費比率 ＝  

（３か年平均） 標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

参  考 
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  ・将来負担額：アからクまでの合計額 

   ア 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

   イ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの） 

   ウ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 

   エ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 

   オ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 

   カ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合

の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

   キ 連結実質赤字額 

   ク 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

  ・充当可能基金額：アからカまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金 

 

 

 

 

 

 
  ・資金の不足額 

    資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために

起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

    資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以

外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高）－

解消可能資金不足額 

    ※ 解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる

等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額 

     

  ・事業の規模 

    事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額 

    事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入

の額 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来負担比率 ＝  

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る

基準財政需要額算入見込額） 

 
標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 資金不足比率 ＝  
資 金 の 不 足 額  

 事 業 の 規 模 
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２ 実質赤字比率の算定基礎                        （単位：千円、％） 
     

一般会計等の実質赤字額 Ａ 

実質赤字比率＝ 

             標準財政規模 Ｂ 

 

          △ 5,482,575 

実質赤字比率＝         × １００＝ 「―」 （参考：△1.07、黒字のため「－」）         

           507,711,192 

 

   注）実質赤字比率は、実質収支額が黒字であるため、算定されない。 

 

   一般会計等に係る実質収支額 

会 計 名 実質収支額 

 

 

 

一

般

会

計

等 

一般会計 5,419,640 

一

般

会

計

等

に

属

す

る

特

別

会

計 

公債費特別会計 0 

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 0 

心身障害者扶養共済事業費特別会計 4,242 

地方独立行政法人長野県立病院機構施設整備等資金貸付金特別会計 0 

小規模企業者等設備導入資金特別会計 0 

農業改良資金特別会計 0 

漁業改善資金特別会計 0 

県営林経営費特別会計 58,693 

林業改善資金特別会計 0 

高等学校等奨学資金貸付金特別会計 0 

合計（Ａ） 5,482,575 

 

   標準財政規模（Ｂ）           

区 分 金 額 

標準税収入額等 278,134,497 

普通交付税額 194,129,289 

臨時財政対策債発行可能額 35,447,406 

合計 507,711,192 

 

 

 

３ 連結実質赤字比率の算定基礎                      （単位：千円、％） 
 

連結実質赤字額 Ａ＋Ｃ 

連結実質赤字比率＝ 

                   標準財政規模 Ｂ 

 

             △5,482,575＋△16,764,417 

連結実質赤字比率＝              ×１００＝ 「―」 （参考：△4.38、黒字のため「－」） 

                  507,711,192 

 

   注）連結実質赤字比率は、連結実質収支額が黒字であるため、算定されない。 

 

   公営事業会計に係る実質収支額及び資金不足・剰余額 

会 計 名 実質収支額、資金不足・剰余額

（Ｃ） 

国民健康保険特別会計  7,048,914 

法適用企業 電気事業会計 4,517,003 

水道事業会計 5,111,400 

流域下水道事業会計 87,100 

合計 16,764,417 
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４ 実質公債費比率の算定基礎                       （単位：千円、％） 
 

          （地方債の元利償還金 Ｄ＋準元利償還金 Ｅ） 

－（特定財源 Ｆ＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｇ） 

実質公債費比率＝ 

（３か年平均）  標準財政規模 Ｂ－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｇ） 

 

          （72,271,719＋55,867,051） 

－（3,798,532＋82,413,778）         

実質公債費比率＝                   ×１００＝9.85815 

（令和元年度）   507,711,192－（82,413,778）    

 

注）実質公債費比率は、過去３か年の平均 

 

（平成元年度） （平成30年度） （平成29年度）  （実質公債費比率） 

  ３か年平均＝（    9.85815  ＋  9.75837  ＋  10.63519 ）÷３＝ １０．０      

 

区 分 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

地方債の元利償還金（繰上償還額等を除く）（Ｄ） 72,271,719 75,306,367 85,617,875 

準元利償還金（Ｅ） 55,867,051 53,291,890 51,776,771 

特定財源（Ｆ） 3,798,532 3,250,007 7,256,924 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（Ｇ） 82,413,778 84,038,768 84,858,890 

 

 

 

５ 将来負担比率の算定基礎                        （単位：千円、％） 

 

         将来負担額 Ｈ－（充当可能基金額 Ｉ＋特定財源見込額 Ｊ＋地方債現在高等に係る 

基準財政需要額算入見込額 Ｋ） 

将来負担比率＝ 

         標準財政規模 Ｂ－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｇ） 

 

          2,035,059,009－（298,579,849＋15,824,969＋994,887,505） 

将来負担比率＝                              ×１００ ＝１７０．６ 

                       507,711,192－（82,413,778） 

 

  将来負担額（Ｈ） 

区 分 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

地方債現在高   1,804,510,195 1,787,904,515 1,778,869,342 

債務負担行為に基づく支出予定額 1,504,682 2,569,061 3,877,120 

 
 

国営土地改良事業に係るもの 0 0 52,313 

松本平広域公園緑地（緩衝緑地）整備事業 359,293 959,644 1,577,876 

先行取得土地の買い戻しに係るもの 1,145,389 1,609,417 2,246,931 

公営企業債等繰入見込額（流域下水道事業） 20,070,545 22,917,375 24,085,914 

一部事務組合負担等見込額（上伊那広域水道用水企業団）  0 8,558 24,215 

退職手当負担見込額 202,070,398 209,262,279 218,667,413 

設立法人負債額等負担見込額 6,903,189 7,096,999 7,704,584 

 地方独立行政法人長野県立病院機構 80,819 0 349,634 

公益社団法人長野県林業公社 6,509,297 6,773,214 6,990,952 

公益財団法人長野県農業開発公社 142,898 179,388 205,286 

しなの鉄道株式会社 170,175 144,397 158,712 

連結実質赤字額 0 0 0 

組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 

合計 2,035,059,009 2,029,758,787 2,033,228,588 
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充当可能財源等 

区 分 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

充当可能基金（Ｉ） 298,579,849 301,697,014 282,582,998 

 長野県財政調整基金 32,101,912 35,747,646 33,225,430 

長野県減債基金 240,275,535 239,933,304 223,432,864 

長野県福祉基金 2,961,290 2,903,053 2,904,775 

長野県心身障害者扶養共済基金 50,423 50,571 50,703 

長野県県営林経営基金 54,728 54,891 55,628 

長野県環境自然保護基金 777,841 813,665 843,963 

長野県森林整備基金 1,358,012 1,326,789 1,325,884 

長野県ふるさと農村活性化基金 652,240 668,602 685,793 

長野県森林づくり県民税基金 677,133 586,910 520,832 

長野県地域活性化基金 18,041,718 18,027,926 18,015,303 

長野県自然エネルギー地域基金 154,913 171,834 176,934 

長野県地域医療介護総合確保基金 779,407 777,612 735,962 

長野県文化振興基金 421,956 371,288 351,998 

長野県こどもの未来支援基金 72,741 62,923 56,929 

長野県美術品取得基金 200,000 200,000 200,000 

充当可能特定財源（Ｊ） 15,824,969 18,381,345 18,318,277 

 旧山口村分岐阜県負担金 71,942 107,549 158,759 

地方債を財源とする貸付金の償還金 9,593,930 11,084,406 11,617,857 

公営住宅等の賃貸料等 6,159,097 7,189,390 6,541,661 

基準財政需要額算入見込額（Ｋ）   994,887,505 992,383,448 998,001,050 

合計 1,309,292,323 1,312,461,807 1,298,902,325 
長野県道路公社、長野県土地開発公社については、負担見込額はありません。地方独立行政法人長野県立病院

機構は将来負担額全額、公益社団法人長野県林業公社、公益財団法人長野県農業開発公社、しなの鉄道株式会社
については、各々の経営状況を評価し、損失補償債務等負担見込額として、それぞれ90％、70％、10％の算入率
により算定しています。 
 

６ 資金不足比率の算定基礎                       （単位：千円、％） 

資金の不足額 Ｃ 

資金不足比率＝                      

           事業の規模  Ｌ  

 

【電気事業会計】         

         △4,517,003 

資金不足比率＝       ×１００＝ 「―」 （参考：△121.7、資金剰余（黒字）のため「－」）   

                   3,710,090 

 

【水道事業会計】 

         △5,111,400 

資金不足比率＝       ×１００＝ 「―」 （参考：△109.1、資金剰余（黒字）のため「－」）   

                  4,682,412 

 

【流域下水道事業会計】 

           △87,100 

資金不足比率＝       ×１００＝ 「―」 （参考：△ 2.2、資金剰余（黒字）のため「－」）  

           3,957,383 

         

   注）上記３事業会計の資金不足比率は、各会計とも資金不足が生じていないため、算定されない。 

 

   事業の規模 

会計名 金額（Ｌ） 

法適用企業 

電気事業会計 3,710,090 

水道事業会計 4,682,412 

流域下水道事業会計 3,957,383   



公債費特別会計
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通
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計

(

一
般
会
計
等

)

公
営
企
業
会
計

公
営
事
業
会
計

一般会計

対象範囲

地方独立行政法人長野県立病院機
構施設整備等資金貸付金特別会計

電気事業会計

高等学校等奨学資金貸付金特別会計

流域下水道事業会計

会計区分

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

国民健康保険特別会計

企
業
特
別
会
計

特
別
会
計

農業改良資金特別会計

漁業改善資金特別会計

県地方税滞納整理機構

県土地開発公社（債務保証法人）

県農業開発公社（損失補償法人）

県立病院機構（地方独立行政法人）

県上伊那広域水道用水企業団

県道路公社（債務保証法人）

林業改善資金特別会計

財政健全化法における健全化判断比率等の対象範囲

一部事務組合
・

広域連合

地方公社
・

第三セク
ター等

県営林経営費特別会計

水道事業会計

心身障害者扶養共済事業費特別会計

小規模企業者等設備導入資金特別会計

しなの鉄道(株)（損失補償法人）

県林業公社（損失補償法人）
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